☆奨学のための給付金について（返還不要）
１、〈早期給付〉新一年生対象　
〇事務室提出締切：４月２０日（月）
〇提出書類
「申請のしおり」をご確認いただき必要書類を本校事務室へご提出ください。
〇対象となる世帯
次の①～③の要件を基準日（令和８年４月１日）現在で全て満たしている世帯
1 高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する新入生がいる世帯　又は、学び直し支援金の支給を受ける資格を有する新入生がいる世帯
2 所得要件として次のいずれかに該当する世帯
・生活保護（生業扶助）を受給している世帯
・令和７年度の市町村民税・道府県民税所得割額が非課税（０円）の世帯
・家計急変による経済的理由から、非課税に相当すると認められる世帯
3 保護者等（親権者）が埼玉県内に住所を有している世帯
〇留意点
　・保護者（親権者）が令和７年１月１日時点で海外におり、住民税が課税されていない場合は対象となりません（家計急変世帯を除く）
　・保護者（親権者）が埼玉県外に居住の場合は、お住いの都道府県へお問い合わせください。
〇早期給付と通常給付の関係
　・早期給付で給付される額は、通常給付で給付される額（年額）の１／４の額です。
・早期給付で給付された場合は、通常給付の給付額は早期給付分を除いた額になります（早期給付の分が多く給付されるものではありません）
・早期給付で申請した場合も、通常給付を希望する場合は、通常給付についても再度申請する必要があります（早期給付と通常給付の両方を希望する場合は、当該年度で２回申請する必要があります）
・早期給付と通常給付では審査対象となる所得の年度が異なるため（早期給付：令和７年度住民税、通常給付：令和８年度住民税）、早期給付が認定された場合でも通常給付では不認定になることがあります（その逆の場合もあります）。　　
２、〈通常給付〉
〇事務室提出締切：７月中旬（日にちは決まり次第更新します）
〇提出書類：決まり次第更新します
〇対象となる世帯：決まり次第更新します
